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港湾法の一部を改正する法律（平成25年法律第31号）

東⽇本⼤震災の経験を踏まえ ⾮常災害時に港湾機能を維持するとともに 産業東⽇本⼤震災の経験を踏まえ、⾮常災害時に港湾機能を維持するとともに、産業
競争⼒強化のため、海上運送の効率化に資する⽯炭等のばら積み貨物の輸⼊拠点
の形成を図るため、所要の規定を追加した「港湾法の⼀部を改正する法律」を第
183回国会に提出し、平成25年5⽉29⽇成⽴したところ。（6⽉5⽇公布）183回国会に提出し、平成25年5⽉29⽇成⽴したところ。（6⽉5⽇公布）

防災・減災：港湾機能の維持・早期復旧

「港湾法の⼀部を改正する法律」の概要
産業競争力の強化：
海上運送の効率化に資するばら

点検の方法に関する基準

港湾の施設の点検に関する方法を明確化

老朽化対策の推進
海上運送の効率化に資するばら
積み貨物の輸入拠点の形成

ばら積み貨物の輸入拠点となる港湾の指定

ばら積み貨物の海上運送の共同化を重点的
耐震強化岸壁

港湾の施設の点検に関する方法を明確化

国への報告等

国土交通大臣が特定技術基準対象施設の維持管理
の状況について報告を求め、技術的援助を実施

民間事業者 の立入検査 勧告 命令

ばら積み貨物の海上運送の共同化を重点的
に進め、輸入拠点としての機能を高めるべき
港湾を指定（特定貨物輸入拠点港湾）

指定港湾における協定制度
岸壁

道路・橋梁

航路埋没

民間事業者への立入検査・勧告・命令

港湾管理者が民有事業者が所有する特定技術基準
対象施設の維持管理状況、耐震性に関する立入検
査を実施し、必要に応じ勧告・命令

指定港湾の港湾管理者が策定したばら積み
貨物の海上運送の共同化のための計画に基
づき、関係施設所有者等の連携を通じた荷さ
ばき施設等の整備・管理を促進するための協

民間施設 民間施設
桟橋

岸壁

防波堤

護岸

緊急確保航路の指定

非常災害時において、国土交通大臣が所有者の承諾を 川崎港

東京港

東京港
コンテナターミナル

千葉港

コンビナート

民有港湾施設の維持管理状
況について立入検査、勧告

東京湾の航路機能の確保（案）港湾施設の早期復旧
定制度の創設

穀物

「部分最適」的な輸送 国全体での最適化に向けた取組

輸入ばら積み貨物の効率的な海上輸送網の形成(イメージ)

非常災害時において、国土交通大臣が所有者の承諾を
得ることなく漂流物の除去を行える航路を指定

船舶待避用の泊地の指定及び開発・保全

国土交通大臣が船舶の待避のために必要な泊地として
開発保全航路を指定し 開発・保全

川崎港

横浜港
コンテナターミナル

【凡例】

横浜港

港内航路

コンビナート

コンビナート

コンビナート

大型船舶の待避場所を確保

発災時に国が航路啓開を
行うことができる水域を指定

穀物

鉄鉱石

石炭

開発保全航路を指定し、開発・保全

港湾広域防災協議会の設置

災害時の港湾機能維持のための広域的な協議会を設置

緊急確保航路

横須賀港

木更津港

耐震強化岸壁

開発保全航路
（泊地機能部分）

開発保全航路
（航路機能部分）

港湾区域

今回の法改正事項

港内航路

緊急確保航路 ・中型船による輸送
・各企業の需要に対応した部分最適

・大型船を活用した一括大量輸送
・企業間連携による効率的な輸送網の形成
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港湾施設の点検の明確化

○高度経済成長期に整備した施設の老朽化が今後急速に進行することも踏まえ、港湾法に港湾の施設の点検
に関する事項を定めるとともに、技術基準省令や維持告示へ必要な事項を定め、港湾管理者による適切な点
検を促進。

第五十六条の二の二

港湾法

第五十六条の二の二

技術基準対象施設は、（中略）国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように、建設し、改良し、又
は維持しなければならない。

２ 前項の規定による技術基準対象施設の維持は、定期的に点検を行うことその他の国土交通省令で定める
方法により行わなければならない。（平成２５年６月５日公布済）

港湾の施設の技術上の基準を定める省令（技術基準省令）

（技術基準対象施設の維持の方法として定期的な点検を明確に位置付けるとともに、維持に必要な
事項について記録し保存すること等について定める。）

技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示（維持告示）

（技術基準対象施設の点検について、点検の時期や方法、点検診断の計画の策定方法等について
定める）

技術基準省令及び維持告示のスケジュ ル（予定）技術基準省令及び維持告示のスケジュール（予定）
公 布：平成２５年１１月下旬
施 行：平成２５年１２月上旬
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項 目 港湾の施設の維持管理技術マニ アル ガイドライン（案）

維持管理技術マニュアルとガイドライン（案）の比較(1)

項 目 港湾の施設の維持管理技術マニュアル ガイドライン（案）

・点検診断・評価・補修方法に関する一連
の解説書

・港湾の施設の維持管理に関わる点検診
断に特化したガイドライン

位置づけ ・標準的な点検診断方法を記述し、施設の
設置者等が施設の特性に応じて点検診断
項目等を判断

・港湾の施設の実行可能な必要最低限の
点検方法、点検項目、点検周期等を定め
たガイドライン

適用範囲

・全技術基準対象施設
主に、以下について解説
水域施設（航路、泊地）
外郭施設（防波堤 護岸堤防）

・全技術基準対象施設

適用範囲 外郭施設（防波堤、護岸堤防）
係留施設

（重力式、矢板式、桟橋、浮桟橋）
臨港交通施設（道路、橋梁、トンネル）

利用者
・港湾の施設の維持管理全般に携わる港
湾の施設の設置者、管理者等

・港湾の施設の点検診断に携わる港湾の
施設の設置者、管理者等

点検に要す
ジ

・技術的に説明がつく範囲で 可能な限り点検に要す
る労力

・主に外部委託をイメージ
技術的に説明がつく範囲で、可能な限り

簡略化

点検診断の
法的位置付 標準 義務法的位置付
け

・標準 ・義務

記載レベル
・高度な専門知識を有する者が使用するこ ・施設管理者であっても使用できるよう配

記載レベル
とを前提とした解説書 慮（解説図、写真等使用）
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港湾の施設の維持管理技術 アル ガイドライン（案）

維持管理技術マニュアルとガイドライン（案）の比較(2)

港湾の施設の維持管理技術マニュアル ガイドライン（案）

◆初回点検（維持管理計画時に現状を確認する） ◆初回点検（マニュアルと同様）

◆日常点検
◆日常点検

◆日常点検
特に規定なし、管理者の判断

周期：検討中
箇所：主に陸上の変状部
方法：目視
判定：劣化度判定基準（a、a以外）
記録：日常点検記録◆一般定期点検診断

周期：１回／１～２年
箇所：陸上部・海上部
方法：目視・簡易計測
判定：劣化度判定基準（a、b、c、d）
記録：一般定期点検調査票

◆一般定期点検診断
周期：検討中
箇所：陸上部・海上の変状部
方法：目視・簡易計測記録： 般定期点検調査票

◆詳細定期点検診断

判定：劣化度判定基準（a、bあるいはc、d）
記録：一般定期点検診断記録用紙（簡易版）

※特に重要度が高い施設
周期：検討中
箇所：陸上部・海上の変状部

周期：１回／５～１０年
箇所：陸上部・海上部・海中部の変状部
方法：潜水調査･高度な計測
判定：劣化度判定基準（a、b、c、d）
記録：詳細点検診断調査票

箇所 陸 部 海 の変状部
方法：目視・簡易計測
判定：劣化度判定基準（a、b、c、d）
記録：一般定期点検調査票

◆詳細定期点検診断記録：詳細点検診断調査票

◆ 般臨時点検診断

◆詳細定期点検診断
必要に応じて実施
（周期、箇所、方法、判定、記録は、特に重要度等が高い
施設に準ずる）

※特に重要度が高い施設
周期 検討中◆一般臨時点検診断

地震時や荒天時の直後のできるだけ早い時期に、変状の
有無や程度について確認。

◆詳細臨時点検診断
般 詳細定期点検 般臨時点検の結果 特段の異常が

周期：検討中
(これまでの知見を踏まえ、構造形式により選択)

箇所：陸上部・海上部・海中部の変状部
方法：潜水調査･高度な計測
判定：劣化度判定基準（a、b、c、d）
記録 詳細点検診断調査票一般・詳細定期点検、一般臨時点検の結果、特段の異常が

確認された場合に、状況に応じて特別な点検を実施。

記録：詳細点検診断調査票

◆一般臨時点検診断並びに詳細臨時点検診断
（マニュアルと同様）
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